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平成２０年（行コ）第４号公文書不開示処分取消等請求事件 

控 訴 人  宮 部 慎太郎 

被 控 訴 人  鳥 取 県        

 

準備書面（１） 

平成２０年１０月９日 

広島高等裁判所 

松江支部 御中 

控 訴 人  宮 部 慎太郎 

 

第１ 被控訴人第１準備書面について 

１ 第１の１（１）については争う 

 乙第６号証の部落解放同盟鳥取県連合会規約の存在や内容自体が一般に認知さ

れているとは言えない。控訴人も控訴前に同連合会に電話して規約の入手方法を

問い合わせたが、中央本部のホームページの綱領を見て欲しいと言われるだけで、

規約を受け取ることはできなかった。 

 また、同和地区出身者を判別できるような戸籍は事実上閲覧できないのである

から、この規約を部落解放同盟が遵守することは不可能である。 

 したがって規約の内容に関わらず、誰が同和地区出身者かは判断できないとい

うのが事実であり、一般的な認識としても合理的な考えである。 


